
　市は、地域における支え合いの体制づくりを推進しています。その
取り組みの一つである、住民主体型生活支援訪問サービスを実施する
団体を募集します。
問高齢福祉課(☎504-2145、フ504-2136)

住民主体型生活支援訪問サービス

ファミリー・サポート・センター

住民主体型
生活支援訪問サービスとは

　地区社会福祉協議会や老人クラ
ブなどの地域団体が、簡易な生活支
援があれば自宅で自立した生活を
送ることができる要支援者などを

訪問し、生活の支援を行うサービス
です。市は、実施団体に対して、運営
費などの一部を補助しています。

■ 生活支援の例
●家の掃除　●草むしり　●電球
の交換　●買い物の付き添い　など

【対象】要支援者などの高齢者の自
宅を訪問し、生活支援サービスを提
供する地域団体
【補助期間】10月1日㈰～来年3月31
日㈰
【補助金額】運営費10（新規は20）

万円限度／年、活動を行うボラン
ティアなどを調整するコーディネー
ターへの謝礼金1,000円／日
【募集期間】7月3日㈪～31日㈪。次
回募集は10月2日㈪～31日㈫
詳しくは市ホームページで

■ 補助金を支給します

やりがいある活動、広がるつながり
ふれあいサービス もちもちの木 （西区・庚午地区）
　昨年夏に活動をスタート。現在、40代から70代の会
員28人が、庚午、草津、古田地区で、外出時の付き添い
や庭木の手入れなどの依頼に応じています。よりよい
サービスに向け、毎月の勉強会で情報交換などにも力
を入れている同団体。コーディネーターの戸川登美子
さんは「やりがいのある活動を通じ、人とのつながりも
広がっています」と手応えを感じています。

対象世帯の区分 手続き
①令和4年度住民税非課税世帯
（世帯全員の令和4年度の住民税
均等割が非課税の世帯）

市から給付内容や確認事項が書かれ
た確認書などが届いたら、内容を確認
して返送してください
①は、5月に送付済み
②は、7月に送付予定

②令和5年度住民税非課税世帯
（世帯全員の令和5年度の住民税
均等割が非課税の世帯）
世帯の中に転入した人がいるなど
の理由で①、②に該当するが書類
が届いていない世帯

確認書などが届いていない場合は、申
請が必要です。下記事務センターへお
問い合わせを

③家計急変世帯（令和5年1月から
8月の間で家計が急変し、住民税
非課税世帯と同様の事情にある世
帯）

・給付金を受け取るには、申請が必要で
す。下記事務センターへお問い合わせを
・家計が急変したことについて、収入（ま
たは所得）を申告する必要があります

台所などの掃除。特に
高い位置の掃除が喜
ばれる
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　ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域で相互援助する組
織です。
問ファミリー・サポート・センター事務局（健康科学館内　☎246-4455、
フ246-9109）

■提供会員の登録
対20歳以上で子育ての援助活動に理
解と熱意があり、4日間の講習（9月に
開催予定）を受講する人
■両方会員の登録
　依頼会員も、講習を受講することで
援助も行う「両方会員」になれます。

事前打ち合わせを行います
　登録後、依頼会員は事務局から紹
介された提供会員へ連絡し、打ち合
わせ（マッチング）を行います。マッ
チングでは、子どもの状況や援助し
てほしいことなどを確認し合いま
す。　※炊事・掃除・洗濯などの家事
援助はできません
　詳しくは、センター事務局（上記）か
区地域子育て支援センター（下記）へ。
区 電話番号 区 電話番号
東 261-0315 安佐北 819-0617
南 250-4134 安芸 821-2821
西 503-6288 佐伯 921-5010

安佐南 877-2146 ※中区はセンター　事務局へ

市ＨＰ

市ＨＰ 市ＨＰ

4662

6215 325599
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問広島市価格高騰重点支援給付金事務センター
　（☎569-4504、フ569-4507）　
　【受付時間】9:00～17:15（㈯・㈰・㈷・㉁は除く）

広島市価格高騰重点支援給付金
エネルギー・食料品などの価格高騰による負担を軽減するため、住民税
非課税世帯などへ、1世帯当たり 3 万円を支給します。

【支給額】1世帯当たり3万円
【申請期限】9月29日㈮（消印有効）

   ※ 対象と思われる世帯で、確認書が届いていない場合など、不明な点が
     あれば、下記事務センターへお問い合わせください
※上表内①のうち、前回の給付金により口座情報が把握できている人に
　は、既に給付済みです。手続きは必要ありません

● 以下の世帯は対象になりません　
　・住民票上に課税されている人がいる世帯（課税されている人と居住地は
異なるが住民票上の同一世帯として登録している場合を含む）

　・世帯員の全員が、課税されている人から扶養などを受けている世帯 など
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　依頼会員、提供会員として交流している1組に話を聞きました。

一緒に子育て。感謝しています

　鳥居さんは、
娘・結ちゃん（4・
同右）を妊娠中に
仕事復帰を見越
して依頼会員と
して登録。結ちゃ

んが10カ月の時、マッチングで提供
会員の末崎さん夫妻と出会いまし
た。以来、保育園への送迎や休園の

日などの預かりをお願いしていま
す。
　「近所のスーパーで買い物中の
末崎さん夫妻と娘を見掛けた知り
合いが『おばあちゃんたちと一緒
だったね』と間違うほど自然な関
係。一緒に子育てをしてもらってい
るようで、本当に感謝しています」
とほほ笑みます。

●依頼会員：鳥
とりい
居歩
あゆみ
さん（41・左写真の左）

子ども好きの皆さん
一緒に活動しましょう！

　「定年
後、時間を
持て余して
いた5年ほ
ど前、『市
民と市政』

でこの活動の講座を見つけたのが
登録のきっかけ」と話す志津子さ
ん。以後、預かった子どもは40人以
上。鳥居さん親子（下記）との交流は
4年目を迎えます。
　部屋には、手先が器用な豊さん

の手作りおもちゃも並んでいます。
「結

ゆい
ちゃんは本当の孫のよう。一

緒に遊ぶ時間が活力になり、成長
を見守りたいから健康にも気をつ
けている。相乗効果だね」。活動が
日々の原動力になっていると笑顔
で話します。「子どもが好きな人は
提供会員に
なって活動
してみて」
と呼び掛け
ます。

●提供会員：末崎豊さん・
志津子さん夫妻（70代・下写真）

ひろしま市民と市政2

新型コロナウイルス感染症 発熱や咳、倦怠感などの症状がある人は、かかりつけ医または受診案内・相談ダイヤル 電241-4566 へ連絡してください。

活動時間 利用料金
／時間

㈪～㈮の7:00～19:00 700円
㈯・㈰・㈷・㉁、 
 上記の時間帯以外 900円

※2人目からは半額

　「仕事で遅くなる日の保育園への
子どもの迎えや預かりをしてほし
い」「どうしても出かけなければなら
なくなり、子どもを預かってほしい」
ときなどに、子育ての援助を受けた
い人（依頼会員）と援助を行いたい人
（提供会員）で支え合います。
　提供会員は有償ボランティアです
　1日の援助活動の終了後、依頼会
員が提供会員に費用を支払います。

利用の際は会員登録を
　いずれも広島市に住民票がある人
が対象です。
■依頼会員の登録
対0歳～小学校6年生の保護者
持会員になる保護者の顔写真2枚（縦
3㌢×横2.5㌢）、本人確認書類
申センター事務局か区地域子育て支
援センターへ。事前予約要。申し込み
時に40分程度の説明あり




